
■共同事務室から見た業務改善

・教員の子どもと向きあう時間の確保

・学校経営を確立する効率的・効果的な
事務処理体制のあり方



事務職員が
行う事務

学校における事務

教員が
行う事務
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誰がどのように受け持つことが業務改
善につながるか共同事務室から提起し
ていく

■共同事務室から見た業務改善

【７月】
・業務改善の進め方などについて教育委員会，校長会などと調整
・町内全職員へのアンケートに実施，集約，分析
・共同事務室合同熟議開催
テーマ「教員の子どもに向き合う時間の確保」

「学校経営を確立する効率的・効果的な事務処理体制の在り方」

【８月】
・校長会に合同熟議の報告と業務改善の取組について連携
【９月】
・業務改善策の試行（可能なものから順次）
【10月】〈予定〉
・中間評価，改善策の修正，状況把握，県教委への報告

【12月】〈予定〉
・業務改善策の試行にかかるアンケート（評価）実施，集約，分析
・次期改善策の検討，熟議の実施
・取組の成果と課題，課題に対する対応策等のまとめ

■安芸太田町におけるこれまでの取組



アンケート

■業務改善にかかるアンケートの実施 （町内全教職員に実施，N＝93）

（注）上記項目に従事している場合，共同事務室（事務職員）に業務を移行することは可能かどうかという設問に対してそれぞれ，「従
事していない」「移行は可能」「移行は一部可能」「移行はできない」の選択肢を回答するアンケート。

■アンケート項目



■アンケート集計結果 （児童生徒に関すること）

■アンケート集計結果 （学校運営に関すること）



事務職員による熟議の様子

問題点の抽出
課題として共有

改善策の検討
改善策の共有

グループ別発表

文書の管理
が大変・・・

企画会に参加
できたら・・・

・企画会への参加
・文書管理の統一化
・諸費会計のサポート
・共有ソフトの作成

など

■事務職員による熟議の様子

■事務職員による熟議の様子



■熟議のまとめ①

■熟議のまとめ②



■共同事務室から見た業務改善 Challenge!！業務改善 第３号

■安芸太田町業務改善プロジェクトチーム

安芸太田町教委 ３名
校 長 ２名
事務長 ２名



■業務改善の取組 ①

起案書に事務職員を「総務として位置づける
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■業務改善の取組 ②

企画委員会への参加
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■業務改善の取組 ③

諸費会計への取り組み

計画・立案
・徴収金額の決定

・保護者への通知

徴収事務
・集金

・収入調書の作成

購入
・支出調書の作成
・支払い

点検・決算
・毎月の点検
・監査

・決算報告

統一的な諸費会計事務

事務職員

点検者また
は担当者とし
て取り組んで
いく。

■業務改善の取組 ④

文書の管理

受付簿：あり
文書分類：１分類
発出管理：あり 事務長
担当：事務長

受付簿：なし
文書分類：５分類
発出の管理：なし
担当：教頭・事務職員

受付簿：あり
文書分類：３分類
発出の管理：あり 事務職員
担当：事務職員

受付簿：あり
文書分類：３分類
発出管理：あり 事務職員
担当：事務職員

統一した
文書管理

Ａ校

Ｄ校Ｂ校

Ｃ校



■成果と課題

成 果 課 題

・行事の全体像を把握し，事前
準備ができるようになった。

・教員と一緒に経費について検
討することができるようになっ
た。

・諸費会計の内容を把握し，より
確実な事務処理ができるように
なった。

・教育全体の流れを理解し，学
校が何を狙って動いているか
を把握していく。

・より専門的な知識を習得し，力
量を高める。


